
大阪市会要望等審査委員会開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市会事務局職員の職務の執行に関する要望等の記

録等に関する規程（平成18年７月31日議長決定）第17条の規定に基づ

き、大阪市会要望等審査委員会（以下「委員会」という。）の組織及び

運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその 

職務を代行する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外のものの出席

を求めることができる。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、市会事務局総務担当において処理する。 

（委任） 

第５条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成18年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成24年４月１日から施行する。 


